
患医療センターの整備について   認知症疾   



認知症疾患患者の所在  

居宅 約49％  
（約83万人）  

医療施設  

（医療型療責病床、  

一般病床、精神病床  
等）  

グループホーム  

ケアハウス  

約13％（約22万人）  介護施設 約32％  
（約54万人）  入所 約51％  

（約86万人）  
介護型医療施設  

約7％（約12万人）  

※医療施設（医療型療養病床、介護型療養病床、一般病床、精神病床）は  
介護と医療で重複がある。   



精神病床における認知症入院患者数  

の年次推移  

（千人） 細管性及び詳鯛不明の認知症  ロアルツハイマー病  
精神病床  

平成17年  平成14年   平成11年  平成8年  

資料：患者調査   
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認知症疾患医療センター運営事業（新規）平成20年度予算額1．9億円  

精神科病院  
老人性認知症疾患治療病棟等  

認知症疾患医療センター   

設置場所；身体的一般検査、画像  

診断、神経心理学的検査等の総合  

的評価が可能な総合病院等に設置  
設置数；各都道府県に約150ケ所  

A員；専門医やサポート医等の専  

門医療を行える医師、看護師、精  
神保健福祉士、臨床心理技術者等   

総合病院等  

問題行動等への   

対応施設  
紹介  

合併症への対応施設  

認知症疾患医療センター  
地域包括  

支援センター  願をニ／タ一  

昔及啓発  

各種媒体による認知症にかかる  

情報及びセンターの周知  
一般相談  

認知症に関する住民からの相談  

に対応  

医療連携協議会  

顔の見える連携体制の構築  

研修会の実施  

診断・合併症対応技術の向上  

専門相談  

圏域内の資源を活用し  

真部憾  

詳細な鑑別診断  

適切な治療方針決定  

急性精神症状への対応  

身体合併症への対応  

きめ細かく対応  

サポート医  問題行動によ．り  
専門医療が必要な  

介護職、  
内科医等のいわゆる「かかりつけ医」  介護サービス事業者  

認知症疾患患者   



認知症疾患医療センター運営事業実施要綱  

（1）専門医療機関  

ア 認知症疾患の鑑別診断のための人員、検査体制を脅しており、具体的には以下を満たしていること。  

（ア）人員配置   

①専任の専門医（日本老年精神医学会又は日本認知症学会）又は認知症医療に係わる経験が5年以上の医師が   

1名以上配置されていること。   

②専任の臨床心理技術者が1名以上配置されていること。   

③専従の精神保健福祉士等が1名以上配置されていること。  

（イ）検査体制   

CT又はMR憧有していること。’ただL，、MR僅有していない場合はMR僅活用できる体制が整備されていること。   
SPECTは活用できる体制が整備されていること。  

イ 認知症疾患の周辺症状と身体合併症に対する急性期入院治療を行える一般病床と精神病床を有していること。   
ただし、同一の施設において上記の一般病床と精神病床の確保が困難である場合は、以下のいずれかを満たして   
いれば差し支えない。  

（ア）認知症疾患の周辺症状に対する急性期入院治療を行える精神病床を有する病院であり、重篤な身体合併症に   
対して、入院医療等が行える他の保健医療機関との連携体制がとれていること。  
（イ）身体合併症の急性期入院治療を行える一般病床を有する病院であり、認知症疾患の周辺症状に対する精神病床   

における入院医療等が行える他のイ呆健医療機関との連携体制がとれていること。  
り 認知症疾患に係る専門の部門を設置し、認知症の専門医療相談を行っていること。  
（2）地域連携  

ア 情報センター  

イ 研修会、連携協議会  

（3）実績の報告  
認知症疾患に係る外来件数（うら鑑別診断件数）、入院件数（自院および紹介先での入院件数）、専門医療相談件数  
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（電話、面接相談件数）の年間の実績を報告すること。  

（1）専門医療相談  

（2）鑑別診断とそれに基づく初期対応  

（3）合併症・周辺症状への急性期対応  

（4）かかりつけ医等への研修会の開催  

（5）認知症疾患医療連携協議会の開催  

（6）情報発信   



今後の認知症対策の全体像  
（「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告書概要）  

今後の認知症対策は、早期の確定診断を出発点とした適切な対応を促進することを基本方針とし、具体的な対策として、  

①実態の把握、②研究開発の促進、③早期診断の推進と適切な医療の提供、④適切なケアの普及及び本人・家族支援、  
⑤若年性認知症対策を積極的に推進する。  

＞認知症ケアの賢の施設・事業所間  
格差  

＞医療との連携を含めた地域ケア  

が不十分  
＞地域全体で認知症の人や家族を  
支えることが必要  

＞認知症の人やその家族に対する  

相談体制が不十分  

＞正確な認知症患者数や、  
認知症に関わる医療・介護  

サービス利用等の実態は  

不明  

＞専門医療を提供する医師  

や医療機関が不十分  

＞BPSDの適切な治療が行  

われていない  

＞重篤な身体疾患の治療が  

円滑でない  

＞若年性認知症に対する国  

民の理解不足  

＞「医療」・「福祉」・「就労」  

の連携が不十分  

＞幅広い分野にわたり研究  

課題を設定しており、重点  

化が不足  

現
状
と
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＞認知症ケア標準化・高度化  

＞医療との連携を含めた地域ケ  

ア体制の強化  
ゞ誰もが自らの問題と認識し、  

・認知症に関する理解の普及  
・認知症の人やその家族に対   
する相談支援体制の充実  

＞若年性認知症に関する  
「■相談」から「医療」イ福  

祉」イ就労」の総合的な  

支援  

＞各ステージ（①発症予防対  

策、②診断技術向上、③治  
療方法開発、④発症後対  

応）毎の視点を明確にした  

研究開発の促進  

＞早期診断の促進  

＞BPSD急性期の適切な医  

療の提供  

＞身体合併症に対する適切  

な対応  

＞医学的に診断された認知  

症の有病率の早急な調査  

＞要介護認雇で使用されて  

いる「認知症高齢者の日常  

生活自立度」の見直し  
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【短期】  
＞若年性認知症相談コールセン  

ターの設置  
＞認知症連携担当者によるオー  

ダーメイドの支援体制の形成  
＞若年性認知症就労支援ネット  

ワークの構築  
＞若年性認知症ケアのモデル事  

業の実施  
＞国民に対する広報啓発  

【中・長期】  
＞若年性認知症対応の介護サー  

ビスの評価  

＞就労継続に関する研究   

【短期】  
＞認知症ケアの標準化・高度化  

の推進  
＞認知症連携担当者を配置する  

地域包括支援センターの整備  
＞都道府県・指定都市にコール  

センターを設置  
＞認知症を知り地域をつくる10  

か年構想の推進  
【中・長期】  
＞認知症ケアの評価のあり方の  

検討  
＞認知症サポーター増員  

＞小・中学校における認知症教  

育の推進  

経済産業省、文部科学省と  
連携し、特に①診断技術向  

上、②治療方法の開発を重  
点分野とし、資源を集中  
＞アルツハイマー病の予防  

因子の解明（5年以内）  

＞アルツハイマー病の早期  

診断技術（5年以内）  

＞アルツハイマー病の根本   

的治療薬実用化  

（10年以内）  

【短期】  
＞認知症診断ガイドラインの  

開発・普及支援  

＞認知症疾患医療センター  

の整備・介護との連携担当  

者の配置  

＞認知症医療に係る研修の  

充実  

【中・長期】  

＞認知症に係る精神医療等  

のあり方の検討  

＞認知症の有病率に関する  

調査の実施  

＞認知症に関わる医療・介護  

サービスに関する実態調  

査の実施  

＞より客観的で科学的な日  

常生活自立度の検討  

■ －  



平成21年度概算要求における対応  

5．3億円（＋3．3億円（174％））  認知症対策の推進   

○ 認知症疾患医療センター運営事業の充実＿強化  5．2億円   

認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、鑑別診断、専門医療相談、  
合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、担当者の配置による介護との連携  
や認知症を専門としない一般開業医等への研修を行う認知症疾患医療センターの  

整備を推進する。  

補助先：都道府県、指定都市  
補助率：1／2   



認知症に関する医療と介護の連携  
●■●■■■■＝■■＝＝＝■■■■■■●■■▼＝＝■■■■■■■■■■＝＝■＝＝■■＝＝＝＝■＝■t＝＝■■■■t●■t■■t■■＝■■l●■●■■■■t●■■●■■■■■■■●●●●●1■■●●●●■＝＝＝●■●t＝＝■■■●■■●■●■＝＝●＝＝■＝●■＝＝■＝＝■■t■■■＝■■＝■▼■t■■●■■■  

認知症疾患  

医療センター  

地域包括支援センター   
専門医療へのつなぎ  

情報提供  

認知症連携担当者を配置  
認知症介護指導者研修修了者等認知症の介護や医療  
における専門的知識を有する者  
なお、顧問として認知症サポート医（嘱託）を配置  
（全国150カ所（市域内におおむね1カ所）  

○認知症専門医療の提供  
・鑑別診断  

・周辺症状の急性期対応  

・身体合併症対応  介護認定相談  
介護へのつなぎ  

情報提供（定期的（毎週））  ○連携担当者（pgw等）を配  【業務内容】  
・認知症疾患医療センターとの相談・連絡  

・権利擁護の専門家等との相談・連絡  
・他の地域包括支援センターヘの専門的な認知   

症ケア相談、定期的な巡回相談、具体的な援助   

等  

患者・家族への介護サービス情  

報の提供、相談への対応  
医療情報の提供等、介護サービ  

専門的アドバイス  
巡回相談  

専門医療の紹介  

等  

・認知症ケア相談  

・専門医療相談  
・権利擁護相談  

等  
本人■家族など  （相談・援助）  

市内の他の地域包括支援センター   
（相談・援助）  

（連携）  



認知症疾患医療センターの整備状況について  

（平成20年9月24日現在）  

都道府県  

指定都市   
医療機関名   開設者   指 定 年 月  

新  潟  県  三島病院   医療準人楽山会   平20．4．1  新潟県長岡市嘩川1713番地の8  

日生   医療法人立川メディカルセンター   平20623  新潟県柏崎市大字茨目字ニッ池2071番地の1   

大  阪  府  水間病院   医療法人河崎会   事前協議済  大阪府貝塚市水間51・  

関西医科大学附属滝井病院  学校法人関西医科大学   事前協議済  大阪府守口市文園10－15  

さわ病院   医療法人北斗会   事前協議済  大阪府豊中市城山町1－9－1  

山本痛院   医療法人清心会   事前協議済  大阪府八尾市天王寺屋6－59  

大阪さやま病院   医療法人六三会   事前協議済  大阪府大阪狭山市岩室3－216－1  

～ 人     出研如所  事前協議済  大阪府甘槻市土佐原4－10－1   

．上▲   事前協章姜済  宮城県仙ム市若林区浅水小路3番地の1  ム  ム  ー⊥  

事前協議済  大阪府堺市堺区A池3－3－16   

北 九 州 市  小倉蒲生病院   医療法人社団小倉蒲生病院   平20．4．1  福岡県北九州市小倉南区蒲生五丁目5番1号   

合計5都道府県・指定都市11施設  



認知症疾患・医療センタニの整備に関する調査結果について  

○調査の目的   

認知症疾患医療センターの基準を満たす旧制度における老人性認知症センターの移行状況  

及び認知症疾患医療センターの整備に関する課題等を把曝するため、都道府県、指定都市に  

対し実施。  

○ 認知症疾患医療センターの基準を満たす老人性認知症センターの移行予定時期   

（平成18年4月1日現在で指定されていた老人性認知症センター（150か所）の移行予定時期について調査）  

13施設（8．7％）  

10施設（6．7％）   

0施設（0．0％）  

111施設（74．0％）  

16施設（10．7％）  

平成20年度中  

平成21年度中  

平成22年度中  

移行時期未定  

移行予定なし  

（※移行予定なしの16施設のうち14施設については、既に指定を廃止している。）  

その他、新たに2施設が新たに老人性認知症センターに指定され、移行を検討している。   



○認知症疾患医療センターの整備に関する課題等   

（都道府県、指定都市の64自治体に調査）  

28自治体  
＿＿一一●●●－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－一一●■－■■－－「  

l  

①予算措置が困難  
■一■ ■■－■一－－－－－－ －－－－－－●－■－－－－■－－－－－■一 －－■ ■■ －■■  

i〔主な具体的理由〕  

ト国庫補助が廃止されており、同様の事業である本事業の予算化は困難0  

】・財政状況が厳しく新規予算の措置は困難。 l  
－■■－ ■■一 一－一一一－－一－一一－一一－ －■－－－ －－－ ■－－－－ ■■■● ■  

②専門医療機関としての機能を満たすことが困難  

ア 専任の人員確保が困難  

イ 検査体制に確保が困難  

13自治体  

7自治体  

難  8自治体  
一  

精神又は一般病床の確保が困  
■一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－一一■t  
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l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

l  
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：〔主な具体的理由〕  

専任、常勤の職員の確保が困難。  
検査機器等を有していないため、他の機関との連携が必要だが調整に時間を要する。  
精神科と一般科双方の病床を有している医療機関が少なく、連携をするにも調整に時間を要する0  tlrllll▼l‾り■へ■■－－’－‾▼‖■’■‾－▼   
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③研修会等の実施が困難  2自治体  
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6自治体  
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④3年以内の移行を予定  
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1  －〔移行計画の前倒しは可能かどうか〕  

ト予算措置の関係から前倒しは困難。  
体制整備が未確定なため予算要求の段階に至っていない0  
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36自治体  
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⑤その他  
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：〔主な具体的理由〕  

公立病院の統合による独法化により、今後の実施体制が未確定0  
単なる老人性認知症センターの移行ではなく、厚生労働省の認知症PTの議論等を踏まえた検討が必要。  
何年国庫補助が続くか不明なため、医療機関側が慎重になっている0  

・高齢者担当と精神保健担当で所管が決まっていない0  
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